
令和８年度 公益財団法人 宮崎県スポーツ協会 

認定アスレティックトレーナー養成講習会開催要項 

 

 

１ 目 的  宮崎県のスポーツ振興や競技力向上につながるよう広く県内のスポーツに親しむ者の健康管理

等にあたるスタッフの確保を目的とし、宮崎県スポーツ協会スポーツ医・科学委員会及び日本スポ

ーツ協会公認アスレティックトレーナー・スポーツドクターとの緊密な協力のもとに、宮崎県スポ

ーツ協会認定アスレティックトレーナーを養成する。 

 

２ 主 催  公益財団法人宮崎県スポーツ協会 

 

３ 共 催  宮崎県 

 

４ 後 援  宮崎県医師会、宮崎県理学療法士会、宮崎県柔道整復師会 宮崎県鍼灸師会、 

宮崎県マッサージ師会、宮崎県看護協会、宮崎県歯科医師会 

 

５ 主 管  公益財団法人宮崎県スポーツ協会 宮崎県スポーツ医・科学委員会 

 

６ カリキュラム 

 （１）共通科目（共通科目Ⅰまたは宮崎県スタートコーチ） 

   ①共通科目Ⅰ【自宅学習 ４５時間】 

    ・オンライン学習  ・オンラインテスト  ・レポート提出 

   ②宮崎県スタートコーチ（ジュニア・ユース）【自宅学習＋集合学習 １９時間】 

    ・教材を用いた自宅学習 ・オンライン学習 ・オンラインテスト・集合学習（講義・グループワーク） 

（２）専門科目（３０時間＋検定５時間）  

  内容 テキスト 講師  

1 宮崎県におけるアスレティックトレーナーの現状  ＡＴ １ｈ 

2 アスレティックトレーナーの役割 新① ＡＴ １ｈ 

3 スポーツ医学概論 新③ ＳＤ 2.5ｈ 

4 運動器の機能と構造、スポーツ科学概論 新①② ＳＤ 1.5ｈ 

5 運動器の機能と構造 新① ＳＤ 2.5ｈ 

6 救急対応 新⑤ ＡＴ 1.5ｈ 

7 検査・測定と評価 新⑥ ＡＴ 2.5ｈ 

8 リコンデショニング（上肢・体幹） 新④ ＡＴ 4ｈ 

9 リコンデショニング（下肢） 新④ ＡＴ 2.5ｈ 

10 コンディショニング 新③ ＡＴ 2.5ｈ 

11 テーピング（上肢・下肢・体幹） 新② ＡＴ 4ｈ 
  

  

  

  

12 応急手当、救命処置（ＡＥＤ） 新⑤ 救命救急士 2.5ｈ 

13 ドーピング 旧④ ＳＰ １ｈ 

14 スポーツと栄養 旧⑨ 栄養士 １ｈ 

15 検定試験  ＳＤ・ＡＴ ５ｈ 

 

 



７ 実施方法  

(１) 集合講習および検定試験：令和８年７月から令和９年１月にかけて実施する。 

(２) 開催期日：別紙日程表参照 

(３) 自宅学習：集合講習会の前後 

 

８ 受講者  

(１) 受講条件 

受講する年の 4月 1日現在、満 20歳以上の者で、理学療法士、柔道整復師、鍼師、灸師、あん摩・マ

ッサージ・指圧師、看護師等の医療資格を保有することを原則とし、本会加盟団体、本講習会後援団体、

スポーツ医・科学委員会、日本スポーツ協会公認スポーツドクター、日本スポーツ協会公認アスレティッ

クトレーナーが推薦した者。また、別紙に定める受講者選定基準に合致している者。 

(２) 受講者数  １０名程度とする。 

 

９ 受講申込み 

受講希望者は所定の受講希望者経歴書に必要事項を記載し、令和８年４月２４日（金）迄に推薦団体（推 

薦者）を通して本会にメールで提出する。 

    

【提出先】宮崎県スポーツ協会 医・科学委員会 担当 

     Mail：miyazakiken@miyaspokyo.or.jp 
 

１０ 受講料・検定料 ２０，０００円（第1回講習会時に徴収、検定時のテーピング代含む） 

   ※共通科目については、別途必要となる。 

   ・JSPO 共通科目Ⅰを受講する場合、１８，０４０円（受講料15,400円＋電子ﾃｷｽﾄ 2,640円） 

   ・宮崎県スタートコーチ(ジュニア・ユース)養成講習会を受講する場合、６，６００円（テキスト代含む） 

    

   ※テキスト代（２５，９００円）についても、別途必要となる。テキストは、日本スポーツ協会公認アス 

レティックトレーナー専門科目テキストを使用する。 

 ○受講料・検定料 ＋ 共通科目（JSPO共通科目Ⅰ） ＋ テキスト代 ＝６３，９４０円 

 ○受講料・検定料 ＋ 共通科目（スタートコーチ）  ＋ テキスト代 ＝５２，５００円 

 

１１ 受講者の内定 

本会スポーツ医・科学委員会審査委員会において提出された受講希望者経歴書を審査の上、受講者を内

定し、本会スポーツ医・科学委員会で決定する。受講者決定後、本人宛に通知する。 

 

１２ 検定試験･審査 

(１) 検定試験は、共通科目・専門科目の全てを受講した者が受験できる。 

   ※専門科目の受講が１年目に終わらなかった場合は、次年度の受講まで認める。ただし、２年目の受講料

は、不要とする。 

(２) 検定試験は、筆記試験・実技試験の総合判定とし、本会スポーツ医・科学委員会審査委員会において審

査し、本会スポーツ医・科学委員会で合否を決定する。不合格の場合は、受験開始年度から５年以内３回

の再受験を認める。再受験の検定料は、不要とする。 

 

１３ 免除について 

スポーツリーダー取得者、スタートコーチ取得者は、共通科目Ⅰを免除する。 

 

 

 

 



１４ 登録及び認定 

(１) 検定に合格した者で登録費５，０００円を納入した者に「認定証」を発行し、｢公益財団法人宮崎県ス

ポーツ協会認定アスレティックトレーナー｣として認める。また、日本スポーツ協会公認アスレティック

トレーナーで登録費を納入した者についても同様とする。 

(２) 資格の有効期限は、２年間とし２年毎に更新する。期限内に以下の研修会や大会等への帯同協力の実績

が、合計２０ポイント以上あり、更新料５，０００円納入を完了した者が更新となる。ただし、研修会

等への参加実績が１回以上あることを義務とする。 

  ○ 研修会等 

２ポイント 宮崎県スポーツ指導者研修会または医・科学委員会関連の研修会等への参加       

○ 帯 同 等（１日あたり） 

４ポイント 国民スポーツ大会または全国レベル以上の大会または強化合宿等への帯同協力  

３ポイント 九州ブロック大会または九州レベルの大会または強化合宿等への帯同協力 

２ポイント 県スポーツ協会が主催・後援する事業や県内の大会や強化事業等への協力 

   １ポイント チームの合宿等への帯同協力 

 

１５ その他 

(１) 本講習会受講に際し取得した個人情報は、本会が本会認定アスレティックトレーナー関係事業を実施す

る際に利用し、これ以外の目的に個人情報を利用する際は、その旨明示し了解を得るものとする。 

(２) 受講にかかる流れについては、別紙参照。 

(３) 本会スポーツ医・科学委員会審査委員会を設置し、受講者の選考及び審査等を行う。審査委員は、委員

長１名、公認ＳＤ若干名、公認ＡＴ若干名とする。 

(４) 講習会運営のための委員を若干名おく。 

(５) 講習会開催にかかる経費については、原則として本会が負担する。 

(６) 受講者としてふさわしくない行為があったと認められた場合は、本会スポーツ医・科学委員会で審査し、

受講が取り消される。 

(７) 基本的には、本会認定アスレティックトレーナーの中から日本スポーツ協会公認アスレティックトレー

ナー養成講習会新規受講者を推薦する。 

(８) 検定試験の不合格者が再受講を希望する場合は、翌年度に限り、聴講生として無料で受講を認める。た

だし、テーピング代等の実費は個人で負担するものとする。３年目の受講は認めない。 

(９) 検定試験を希望し、特に理由がなく事前の連絡なしで欠席した場合は、受検１回とみなす。 

(10) 過去受検歴があるもので、３年を超えたのち再受験を希望する場合は協会の方に申請すること。 

(11) ケガや育休等で更新延期を希望する場合は更新延期届を事務局に提出すること。 

 

 


